
千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例（案） 
 
（目的） 
第１条 この条例は、手話が言語であることの明確な認識の下、手話等を活用した聴

覚障害者の情報の発信及び受信の重要性に鑑み、手話等の普及の促進について、基

本理念を定め、県の責務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにするとと

もに、県の施策を推進するための基本的な事項を定めることにより、聴覚障害者と

聴覚障害者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現並びに聴覚障害者の

自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。 
（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 
(１) 聴覚障害者 聴覚の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁（障害が

ある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における

事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。以下同じ。）により継続的に日

常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 
(２) ろう者 聴覚障害者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者を

いう。 
(３) 盲ろう者 聴覚障害者のうち、視覚の機能の障害がある者であって、障害及び社

会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある

ものをいう。 
(４) 手話等 手話、要約筆記、触手話、指点字、筆談その他の聴覚障害者が日常生活

又は社会生活を営む上で使用する意思疎通のための手段をいう。 
（基本理念） 
第３条 聴覚障害者の特性に応じた意思疎通並びに情報の受信及び発信のための手段

の確保は、全ての人が相互に意思を伝え、理解し、及び尊重し合うことを基本に行

われなければならない。 
２ 手話の普及の促進は、手話が独自の言語の体系を有する文化的所産であって、ろ

う者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできた

ものであるとの認識の下で、図られなければならない。 
（県の責務） 
第４条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国、市町村

その他関係機関と連携し、聴覚障害者の社会的障壁の除去について必要かつ合理的

な配慮を行い、手話等の普及の促進に努めなければならない。 
２ 県は、手話等を使用する者と連携し、手話等に対する県民の理解の促進に努めな

ければならない。 
（市町村の役割） 
第５条 市町村は、基本理念にのっとり、県と連携し、聴覚障害者の社会的障壁の除

去について必要かつ合理的な配慮を行い、手話等の普及の促進及び手話等を使いや



すい環境の整備に努めるものとする。 
（県民の役割） 
第６条 県民は、基本理念にのっとり、手話等及び聴覚の障害に関する理解を深める

よう努めるものとする。 
２ 手話等を使用する者は、基本理念にのっとり、手話等の普及の促進に協力するよ

う努めるものとする。 
（事業者の役割） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、聴覚障害者に対してサービスを提供すると

き又は聴覚障害者を雇用するときは、手話等の使用に関して配慮するよう努めるも

のとする。 
（計画の策定及び推進） 
第８条 県は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第２項に規定する

都道府県障害者計画において、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介

助員の養成その他手話等の普及の促進に必要な施策について定め、これを総合的か

つ計画的に推進するものとする。 
２ 県は、前項の施策について定めようとするときは、あらかじめ、聴覚障害者の意

見を聴くものとする。 
３ 県は、第１項の施策について、その実施状況を公表するとともに、必要に応じて

見直しを行うものとする。 
（手話等を学習する機会の確保等） 
第９条 県は、市町村その他関係機関及びろう者その他の手話等に関わる者と連携し、

県民が手話等を学習する機会の確保等に努めるものとする。 
２ 県は、聴覚障害者の情報の提供に関する合理的な配慮を行うため、その職員が手

話等を学習する研修その他必要な環境の整備を図るものとする。 
（手話等を用いた情報発信等） 

第１０条 県は、聴覚障害者が県政に関する情報を速やかに取得することができるよ

う、手話等を用いた情報の発信を推進するものとする。 
２ 県は、県が主催する講演会等に手話通訳者、要約筆記者を配置するよう努めるも

のとする。 
３ 県は、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣及び聴覚障害

者からの相談に応じる拠点の支援を行うことにより、聴覚障害者が手話等を使用し、

及び手話等による情報を取得できる環境を整備するよう努めるものとする。 
（手話通訳者、要約筆記者等の派遣体制の整備） 

第１１条 県は、手話通訳者、要約筆記者及びこれらの指導者等の養成及び研修に努

め、市町村と協力して、聴覚障害者が手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通

訳・介助員の派遣による意思疎通支援（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第７７条第１項第６号に規定す

る意思疎通支援をいう。）を県又は市町村から受けられる体制の整備及び充実に努め

るものとする。 



２ 県は、前項の養成及び研修並びに体制の検討を行うに当たっては、市町村及び聴

覚障害者から意見を聴くものとする。 
（学校における手話等の普及） 
第１２条 聴覚の障害のある幼児、児童又は生徒（以下「聴覚障害児」という。）が通

園し、又は通学する学校の設置者は、聴覚障害児がその特性に応じた手話等を学び、

又は手話等を用いて各教科又は各領域を学ぶことができるよう、教職員の手話等に

関する技能を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
２ 聴覚障害児が通園し、又は通学する学校の設置者は、聴覚障害児に対する手話等

に関する学習の機会の提供並びに聴覚障害児の保護者に対する教育に関する相談へ

の対応及び支援に努めるものとする。 
３ 聴覚障害児が通園し、又は通学する学校の設置者は、教職員の手話等に関わる専

門性の向上に関する研修等に努めるものとする。 
４ 学校の設置者は、手話等に関する児童及び生徒の理解の促進に努めるものとする。 
（事業者への支援） 
第１３条 県は、聴覚障害者が利用しやすいサービスの提供及び聴覚障害者が働きや

すい環境の整備のために事業者が行う取組について、必要な支援を行うよう努める

ものとする。 
（聴覚障害者等による普及啓発） 
第１４条 聴覚障害者及び聴覚障害者の団体は、自主的に手話等の普及及び啓発を行

うよう努めなければならない。 
（手話等に関する調査研究等への協力） 
第１５条 県は、聴覚障害者その他の手話等に関わる者が手話等の発展に資するため

に行う手話等に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。 
（財政上の措置） 
第１６条 県は、手話等の普及の促進に関する取組を推進するため、必要な財政上の

措置を講ずるよう努めなければならない。 


